
国 立 大 学 法 人 の 仕 組 み

国立大学法人

目標の設定
規制緩和学長選考会議

→戦略的経営を
実現 →予算・組織は学外者も参画し適任者を

→個性化を促進 大学の責任で学長に選考
決定

非公務員型

民間的発想→弾力的な人事シ
ステム 学外者の経営 参画 教学に関するによるトップ

マネジメント→産学官連携等を
推進 学外者が半数以上 学内の代表者

→外国人を幹部に
教育研究評議会登用 経営協議会 役員会

（主に経営面を審議） （主に教育面を審議）

文部科学大臣 国立大学法人評価委員会

・評価
（事後チェック）

・中期目標の提示、中期計画の認可
・学長の任命
・運営費交付金の交付

・中期目標原案・中期計
画案( 年)の策定6

・学長候補者の申出

学 長

（ ）代表者 （ ）代表者

理 事

監 事

国立大学法人制度の仕組み
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短大入学者数（万人）
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18歳人口（万人）

●　18歳人口　＝　３年前の中学校卒業者及び中等教育学校前期課程修了者数

●　進学率１　＝　当該年度の大学・短大・専門学校の入学者、高専４年次在学者数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18歳人口

●　進学率２　＝　当該年度の大学・短大の入学者数

　　　　　　　　　　　　　　18歳人口

○　高校等卒業者数　＝　高等学校卒業者及び中等教育学校後期課程卒業者数

○　現役志願率　＝　当該年度の高校等卒業者数のうち大学・短大へ願書を提出した者の数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当該年度の高校等卒業者数

○　収容力　＝　当該年度の大学・短大入学者数

　　　　　　　　当該年度の大学・短大志願者数
進学率１(大学＋短大＋高専＋専門学校）

収容力（大学＋短大）

現役志願率（大学＋短大）

大学：     50.2%

短大：      6.0%

高専４年次：0.9%

専門学校： 20.4%

大学：54.9%

短大： 6.3%
進学率２（大学＋短大）

高専４年次在学者数

大学：50.2%

短大： 6.0%

（年度）

Ｓ60年代計画

Ｈ12年度

以降構想Ｓ50年代

前期計画

Ｓ50年代

後期計画
Ｈ５年度以降計

92．5%

77．6%

61．2%

56．2%

18歳人口及び高等教育機関への進学率等の推移
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UNESCO Institute for Statistics “Global Education Digest 2009 Comparing Education Statistics Across the World” Table 7を基に作成 (ISCED 5Aの値)
上記のほか，シンガポール23.8％（ポリテクを加えると65.0％）、台湾87.7％となっている（いずれも各国・各地域政府の公表数値）。

アジア・オセアニア・中東 中央・東ヨーロッパ 西ヨーロッパ アメリカ

2007年

出典：ＯＥＣＤ教育データベース（2007年）。ただし，日本の数値については，「学校基本調査」及び文部科学省調べによる社会人入学生数

◆大学進学率

2007年◆大学入学者のうち25歳以上の割合

各国の大学進学率の比較

○ 各国と比較すると日本の大学進学率は高いとはいえない。また，大学入学者のうち25歳以上の割合は，OECD平
均21.3％に対して日本は1.8％と低い。

○ 各国と比較すると日本の大学進学率は高いとはいえない。また，大学入学者のうち25歳以上の割合は，OECD平
均21.3％に対して日本は1.8％と低い。

◆博士号取得者数の推移（自然科学系）

博士号取得者の推移

○ 日本の博士号取得者は少なく、近年、進学者が減少している。○ 日本の博士号取得者は少なく、近年、進学者が減少している。
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米国：22,320人

中国：20,920人

独：8,920人

韓国：3,470人

日本：7,150人

英国：7,660人

印：7,540人

（NSF Science and Engineering Indicators 2010を基に作成）

（千人）
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◆都道府県別の大学進学率（平成２１年度）

都道府県別の大学進学率の比較

○ 大学への進学率を都道府県別にみると、大都市部では70％を超える一方、30％台の道県も多くある。○ 大学への進学率を都道府県別にみると、大都市部では70％を超える一方、30％台の道県も多くある。
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出典：学校基本調査

(3) 昼夜開講制を実施する大学数（学士課程）

(4) 昼夜開講制を実施する大学数（研究科）

昼夜開講制： 時間的制約の多い社会人等の便宜に配慮して，同一学部において，昼
間と夜間の双方の時間帯において授業を行う制度。ここでは，同一学部
の中で「昼間主コース」，「夜間主コース」を設けている大学のみを集計。

「全国大学一覧」を基に作成

「全国大学一覧」を基に作成

(1) 社会人特別選抜入学者数（学士課程）

(2) 社会人入学者数（大学院）

「国公私立大学入学者選抜実施状況」を基に作成

「学校基本調査報告書」を基に作成
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社会人学生等の受入に関連する状況

○昼夜開講制を取り入れる大学は，学士課程では１割未満にとどまり，大学院では約半数。学士課程の社会人特別選
抜入学者数は，近年減少傾向。大学院の社会人入学者数はやや増加傾向。

○昼夜開講制を取り入れる大学は，学士課程では１割未満にとどまり，大学院では約半数。学士課程の社会人特別選
抜入学者数は，近年減少傾向。大学院の社会人入学者数はやや増加傾向。
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（対象となる学校種は”Tertiary-type A”であり，国によって高等教育制度が異なるが，通常，大学の学士又は修士課程）

◆大学型高等教育（主に学士課程・修士課程）

◆上級研究学位（主に博士課程）

（対象となる学校種は，国によって高等教育制度が異なるが，通常，大学の博士課程）OECD, “Education at a Glance 2009” Table C2.1

学生に占める留学生の内訳

○学士・修士課程については，OECD平均は7.3％，EU19カ国平均は6.6％であるのに対して，日本は2.6％にとどまる。
博士課程については，OECD平均は16.3％，EU19カ国平均は12.3％であるのに対して，日本は16.1％。イギリスの
42.1％，アメリカの23.7％に比較して少ない。

○学士・修士課程については，OECD平均は7.3％，EU19カ国平均は6.6％であるのに対して，日本は2.6％にとどまる。
博士課程については，OECD平均は16.3％，EU19カ国平均は12.3％であるのに対して，日本は16.1％。イギリスの
42.1％，アメリカの23.7％に比較して少ない。
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短期大学

受験浪人・未定

○両親年収が多いほど、４年生大学への進学予定者の割合が高くなる傾向がある。○両親年収が多いほど、４年生大学への進学予定者の割合が高くなる傾向がある。

両親年収と進学率の関係

◆両親年収別高校卒業後の進路

資料：「高校生の進路追跡調査 第１次報告」2007年９月（東京大学大学院教育学研究科 大学経営・政策研究センター）

（N=522） （N=693） （N=807） （N=655） （N=644）
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一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移

（注1）平成20年度までは決算、21年度は第2次補正後予算、22年度は政府案による。

（注2）平成2年度は、湾岸地域における平和回復活動を支援するための財源を調達するための臨時特別公債を約1.0兆円発行。

出典：財務省ホームページ

なお、４条公債とは国有資産を形成するものとして、公共事業費、出資金及び貸付金財源に充てるために発行される国債。（建設国債）
特例公債とは税収及び税外収入等に加えて、建設国債を発行してもなお不足する歳出財源を補うため特例的に発行される国債。（赤字国債）

公債残高の累増

（注1）公債残高は各年度の３月末現在額、ただし、平成21年度末は第2次補正後、22年度末は当初の見込み。

（注2）特例公債残高は、国鉄長期債務、国有林累積債務等の一般会計承継による借換国債を含む。

（注3）平成21、22年度末の翌年度借換のための前倒債限度額を除いた見込額はそれぞれ、588兆円程度、625兆円程度。
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国立大学法人運営費交付金の推移

10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500 13,000

22年度

21年度

20年度

19年度

18年度

17年度

16年度
▲98億円
（▲0.8％）

▲103億円
（▲0.8％）

▲171億円
（▲1.4％）

▲230億円
（▲1.9％）

▲118億円
（▲1.0％）

１兆２，４１５億円

１兆２，３１７億円

１兆２，２１４億円

１兆２，０４３億円

１兆１，８１３億円

１兆１，６９５億円

法人化

骨太2006
による１％
減

１兆１，５８５億円

▲110億円
（▲0.9％） 骨太2006

による１％
減見直し

○法人化以降、運営費交付金は減少しており、平成16年度と比較して、平成22年度で約830億円の減少。
○平成22年度予算は、それまでの骨太の方針2006による１％削減の方針を見直したものの、削減傾向は継続。

○法人化以降、運営費交付金は減少しており、平成16年度と比較して、平成22年度で約830億円の減少。
○平成22年度予算は、それまでの骨太の方針2006による１％削減の方針を見直したものの、削減傾向は継続。
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その他の私的部門の支出

家計

◆高等教育機関に対する公財政支出の対ＧＤＰ比のＯＥＣＤ各国比較

高等教育への公財政支出と公私負担割合の比較

○日本の高等教育への公財政支出は，対GDP比ではOECD加盟国中 下位となっている（OECD平均1.0％に対して，
日本は0.5％）。

○高等教育に対する支出のうち家計負担割合は韓国に次いで２番目に高い。

○日本の高等教育への公財政支出は，対GDP比ではOECD加盟国中 下位となっている（OECD平均1.0％に対して，
日本は0.5％）。

○高等教育に対する支出のうち家計負担割合は韓国に次いで２番目に高い。

◆教育支出の公私負担割合

「OECD, Education at a Glance 2009」を元に文部科学省が作成

２００４年は下から２番目
であったが、２００５年以
降は 下位になっている。

（％）

0.5
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88.0%
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24.0%
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47.3%

44.0%

33.3%
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4.1%

10.7%
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2.7%

0.0%

0.0%

0.0%

1.3%
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2.7%

10.7%

0.0%

1.3%

1.3%
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1.3%

4.0%
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2.7%

2.7%

2.7%

2.7%

1.3%

6.7%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

学生支援の活性化

社会貢献活動の拡充

研究活動の活性化

教育活動の活性化

大学の一体感の形成

学生の意識改革

職員の意識改革

教員の意識改革

大学の自主性・自律性

全学的な合意形成

財務の健全性

組織の活性化

管理運営の合理化・効率化

大学の競争力向上

大学の個性化

大いにプラス ややプラス どちらともいえない ややマイナス 大いにマイナス

出典：国立大学法人の経営財務の実態に関する全国調査（平成21年6月中間報告書）（国立大学財務・経営センター）

国立大学法人化後の評価

○各学長は、法人化により多くの項目でプラスの効果があったと捉えており、教育活動、研究活動、社会貢献活動、学
生支援の活性化にプラスであったとの回答が多い。なお、財務の健全性については比較的マイナスであったとの回
答の割合が高い。

○各学長は、法人化により多くの項目でプラスの効果があったと捉えており、教育活動、研究活動、社会貢献活動、学
生支援の活性化にプラスであったとの回答が多い。なお、財務の健全性については比較的マイナスであったとの回
答の割合が高い。

◆国立大学全体に対する法人化の評価（学長アンケート）

法人化後特に取組が進んだ事項（実地調査アンケート）
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⑩その他

⑨広報・情報公開の進展

⑧経費の節減、合理化

⑦学生サービスの向上（就職支援、経済的支援、学生相談等）

⑥外部人材の登用

⑤教育研究組織・事務組織の機動的な整備

④教職員の意識改革

③社会貢献・地域貢献の充実

②教育研究の活性化

①大学の個性化

マネジメント系職員 教員 職員 附属施設等職員

○実地調査における各職員等へのアンケートによると、法人化以降、様々な取組が進んでいる。○実地調査における各職員等へのアンケートによると、法人化以降、様々な取組が進んでいる。

※実地調査を行った七大学へのアンケート結果によるもの。なお、「⑩その他」としては、大学キャンパスの整備、学内意思決定のトップダウン体制の整備が挙げら
れている。

◆法人化後特に取組が進んだ事項

七大学への実地調査におけるアンケート結果
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法人化後に取組が進んだ事項

52
（10%）

67
（12%）

69
（13%）

48
（9%） 71

（13%）

43
（8%）

75
（13%）

12
（2%）

60
（11%）

４８
（9%）

①大学の個性化

②教育研究の活性化

③社会貢献・地域貢献の充実

④教職員の意識改革

⑤教育研究組織・事務組織の機動的な整備

⑥外部人材の登用

⑦学生サービスの向上

⑧経費の節減、合理化

⑨広報・情報公開の進展

⑩その他

◆法人化後取組が進んだ事項

概ね全ての項目について取組が進んだと認識されているが、
特に社会貢献・地域貢献の充実、教育研究組織・事務組織
の機動的な整備、学生サービスの向上、経費の節減、合理
化の回答が多い。

各法人に対して、法人化以前と比べて、取組が進んだと思われるものについて、①大学の個性化、②教育研究の活性化、③社会貢献・
地域貢献の充実、④教職員の意識改革、⑤教育研究組織・事務組織の機動的な整備、⑥外部人材の登用、⑦学生サービスの向上、⑧
経費の節減、合理化、⑨広報・情報公開の進展、⑩その他の中から選択してもらっている（複数選択可）。なお複数選択する場合は、取
組が進んだと思われる順に選択してもらっている。

57%(1位)51⑤教育研究組織・事務組織の機動的な整備

51%(2位)46②教育研究の活性化

6%(10位)5⑩その他

9%(9位)8⑨広報・情報公開の進展

10%(8位)9④教職員の意識改革

18%(7位)16⑥外部人材の登用

28%(5位)25⑧経費の節減、合理化

28%(5位)25①大学の個性化

38%(4位)34⑦学生サービスの向上

50%(3位)45③社会貢献・地域貢献の充実

◆法人化後 も取組が進んだ事項（上位3位までの出現数）

取組が進んだ事項のうち、 も取組が進んだ事項としては、
教育研究組織・事務組織の機動的な整備、教育研究の活性
化、社会貢献・地域貢献の充実の順となっている。

○全法人への書面による意見聴取でも、法人化によって様々な成果があったとされている。○全法人への書面による意見聴取でも、法人化によって様々な成果があったとされている。

教育活動の変化

○教育全体の労力・時間や講義・演習等の準備時間などの公式的な活動は増加しているが、その他の学生との接触
などの広義の教育活動の時間が減少しているという意見もある。

○教育全体の労力・時間や講義・演習等の準備時間などの公式的な活動は増加しているが、その他の学生との接触
などの広義の教育活動の時間が減少しているという意見もある。

◆教育活動の変化（学部長アンケート）

出典：国立大学法人の経営財務の実態に関する全国調査（平成21年6月中間報告書）（国立大学財務・経営センター）
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教育研究時間の変化①（実地調査アンケート）
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七大学への実地調査におけるアンケート結果

◆教育時間の変化

◆研究時間の変化

○実地調査における各職員等へのアンケートでは、教育時間は増加したが、研究時間は減少したという意見が多い。○実地調査における各職員等へのアンケートでは、教育時間は増加したが、研究時間は減少したという意見が多い。

教育研究時間の変化②

「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」について（平成21年9月14日）

※OECDでは研究者数の国際比較について、「頭数（ヘッドカウント）」以外に「研究開発業務に専従した時間割合を勘案した研究者数（フルタイム換算値）」等の

測定を推奨しており、我が国では文部科学省において、総職務時間の内で研究開発に専従した割合を示す係数である「フルタイム換算係数」を測定している。

◆フルタイム換算係数の変化

◆分野別の教員の総職務時間の変化
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1,204

1,181

1,113

1,466

1,230

851

598

832

876

686

755

155

165

182

204

160

179

484

146

554

493

558

611

559

558

155

133

126

133

126

117

29

69

23

21

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

人文・社会科学

保健

農学

工学

理学

自然科学

研究活動 教育活動
社会サービス活動　研究関連 社会サービス活動　教育関連
社会サービス活動　その他（診療活動等） その他の職務活動（学内事務等）
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0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

人文・社会科学

保健

農学

工学

理学

自然科学

研究活動 教育活動

研究に関連する社会サービス・社会貢献 教育に関連する社会サービス・社会貢献

他の社会サービス・社会貢献 その他活動/本務校の運営
その他活動

（計3001時間）

（計3009時間）

（計2952時間）

（計2954時間）

（計3100時間）

（計2596時間）

（計2975時間）

（計3053時間）

（計2879時間）

（計2903時間）

（計3084時間）

（計2591時間）

○平成20年度調査（平成19年度の総職務時間） ○平成14年度調査（平成13年度の総職務時間）

※「その他活動」と「その他活動/本務校の運営」はＨ２０

調査では「その他の職務活動（学内事務等）」に統一。

○文部科学省で行っている研究者のフルタイム換算係数の調査では、大学等の教員の研究時間は減少傾向。○文部科学省で行っている研究者のフルタイム換算係数の調査では、大学等の教員の研究時間は減少傾向。
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○第１期の中期目標期間（平成１６年度～２１年度）のうち、平成１６年度～１９年度の４年間の業務実績について、
平成２０年度に評価を実施（平成２１年３月２６日公表）。

○第１期の中期目標期間（平成１６年度～２１年度）のうち、平成１６年度～１９年度の４年間の業務実績について、
平成２０年度に評価を実施（平成２１年３月２６日公表）。

中期目標の達成状況の評価結果中期目標の達成状況の評価結果

９割以上の法人が、中期目標の達成状況が「良好」又は「おおむね良好」

学部・研究科等の現況分析結果学部・研究科等の現況分析結果

９割以上の組織の教育及び研究が、「期待される水準にある」又は「期待される水準を上回る」

上記のいずれの評価とも、それぞれの目標・目的に応じてなされたものであり、
各法人及び各学部・研究科等を相対的に比較するものではない。

中
期
目
標
期
間
終
了
後
（平
成

年
度
）
に
確
定
作
業
予
定

教 育 研 究 の 状 況 業 務 運 営 ・財 務 内 容 等 の 状 況

教 育 研 究 社 会 連 携 共 同 利 用 業 務 財 務 自 己 点 検 ・ そ の 他

評 価 業 務

非 常 に 優 れ てい る 1 (1%) 3 (3%) 2 (2%) 0 (0%) 11 (12%) 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%)

良 好 10 (11%) 27 (30%) 34 (38%) 2 (50%) 56 (62%) 83 (93%) 84 (94%) 75 (83%)

お お む ね 良 好 79 (88%) 60 (67%) 54 (60%) 2 (50%) 18 (20%) 1 (1%) 2 (2%) 11 (13%)

不 十 分 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (6%) 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%)

重 大 な改 善 事 項 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

教育の水準 研究の水準

教育内容 教育方法 学業の成果 進 路 ・就 職 の 研究活動の 研究成果の教育の実施体制

状況 状況 状況

水準を大きく上回る 7 (1%) 6 (1%) 7 (1%) 6 (1%) 2 (1%) 34 (6%) 26 (4%)

水準を上回る 121 (15%） 157 (19%) 154 (19%) 85 (10%) 79 (10%) 248 (40%) 231 (37%)

水準にある 668 (83%) 636 (79%) 635 (79%) 687 (86%) 676 (86%) 327 (53%) 354 (58%)

水準を下回る 5 (1%) 2 (1%) 5 (1%) 22 (3%) 22 (3%) 5 (1%) 3 (1%)

組織合計 801 801 801 800 779 614 614

22

第1期中期目標期間の業務実績に関する評価
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32

49
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20年度

19年度

18年度

17年度
国立 公立 私立

大学における教育内容等の改革状況について（大学振興課調査）

教育の状況

○法人化以降、国立大学法人においてもＴＡの導入、ＧＰＡ制度の活用、授業評価の結果の反映等が行われている。○法人化以降、国立大学法人においてもＴＡの導入、ＧＰＡ制度の活用、授業評価の結果の反映等が行われている。
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47,749
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大学数
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◆大学院におけるＴＡの人数

◆学部段階においてＧＰＡ制度を導入している大学

◆授業評価の結果を授業改革に反映させている大学

○すべての学部学生に対して授業評価アンケートを毎学期実
施し、集計結果を全教員に配付しており、また平成18年度か
らの全教員の教育改善に関する具体的な取組・授業改善計
画を「教育者総覧」として公表している。 【弘前大学】

○大学及び研究科の人材養成目的を達成するために体系的
な教育課程を編成し、高水準の学位授与率を維持し、大学
院博士前期課程修了者の大部分が大学等研究機関や企業
において専門性が要求される職種に就職し、就職先企業か
ら専門的知識、論理的思考力等が高く評価されている。
【奈良先端科学技術大学院大学】

○カリキュラム改訂を行い「自己デザイン領域（基本科目・キャ
リア創造科目・自己学習プログラム）」を開設し、「キャリア形
成論」等の授業科目を設置することにより、学生の主体的な
人生設計と職業選択のできる教育を実施することとしたほか、
少人数制の授業を多く採用するなど、学生が主体的に学ぶ
環境を整備し、学生から高い評価を受けている。 【福島大
学】

○「グレード・ポイント・アベレージ（GPA）制度」、「アドバイザー
制度」、「学習サポート教員制度」の３つの柱で構成された修
学支援体制である「YUサポーティングシステム」を平成16年
度から立ち上げ、修学支援を実施し、アンケート調査結果等
を教育課程の改善・充実に反映させ、教養セミナーの科目数
を増加させている。 【山形大学】

◆教育改革の具体的事例
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0時間 1-5時間 6-10時間 11-15時間 16-20時間 21-25時間 26-30時間 31時間以上

全国

東大平均

カリフォルニア大学

学習時間の比較

◆総学習時間（学部１～３年）

○海外の大学と比較して我が国の大学の総学習時間は少ない。○海外の大学と比較して我が国の大学の総学習時間は少ない。

（東京大学まとめ「東京大学の行動シナリオFOREST2015 参考データ集」を参考に文部科学省で作成）

（％） 【総学習時間が11時間以上を選択する学生の割合】

全国文理平均 ：３６．３％
東大文理平均 ：４７．６％

カリフォルニア大学 ：６３．０％

法人化後の教員数の変化

◆国立大学法人全体の教員数の変化（学校基本調査）

◆個別法人の変化（実地調査）

（
単
科
系
教
育
大
学
）

増減率H21H15

その他

大学院

教育学部

2人

3人

280人

285人

7人

12人

242人

261人

350％

400％

▲13.6％

▲8.4％合計

増減率H21H15

その他

病院

学部等

61人

129人

685人

875人

65人

122人

674人

861人

6.6％

▲5.4％

▲1.6％

▲1.8％合計

（
地
方
総
合
大
学
）

60,87060,67160,63760,36960,60660,58360,602

0.330.060.44△ 0.390.04△ 0.03－
合計

5,0604,7343,9963,7353,6453,4904,887

6.8918.476.992.474.44△ 28.59－
その他

3,1763,2613,2023,2293,0933,0383,039

△ 2.611.84△ 0.844.401.81△ 0.03－
附置研究所

5,8815,7195,6855,5585,5025,5095,559

2.830.602.281.02△ 0.13△ 0.90－
附属病院

14,11713,71412,88312,52212,24012,03713,485

2.946.452.882.301.69△ 10.74－学部大学院以外合
計

30,10129,39828,77526,64024,12223,13619,070

2.392.178.0110.444.2621.32－
大学院

112111117113625440

0.90△ 5.133.5482.2614.8135.00－
教養部

16,54017,44818,86221,09424,18225,35628,007

△ 5.20△ 7.50△ 10.58△ 12.77△ 4.63△ 9.47－
学部

46,75346,95747,75447,84748,36648,54647,117

△ 0.43△ 1.67△ 0.19△ 1.07△ 0.373.03－学部・大学院
合計

教員数

H21H20H19H18H17H16H15

○法人化後の教員数は、国立大学法人全体では学部・大学院等の教員数が微減。法人によっては、大きく教員数を減
らしているところもある。

○法人化後の教員数は、国立大学法人全体では学部・大学院等の教員数が微減。法人によっては、大きく教員数を減
らしているところもある。

国立大学法人への実地調査におけるアンケート結果
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法人化後の職員数の変化

◆個別法人の変化（実地調査）

（
単
科
系
教
育
大
学
）

▲66.7％1人3人医療系

▲23.1％10人13人技術系

増減率H21H15

その他

教務系

事務系

2人

3人

134人

155人

0人

0人

130人

141人

ー

ー

▲3.0％

▲9.0％合計

◆国立大学法人全体の職員数の変化（学校基本調査）

（
地
方
総
合
大
学
） ▲80％5人25人教務

▲36.8％12人19人技能

増減率H21H15

看護職

医療

事務一般

370人

98人

423人

935人

355人

96人

392人

860人

▲4.1％

▲2.0％

▲7.3％

▲8.0％合計

63,42862,13260,20557,44856,47055,54555,493

2.093.204.801.731.670.09－
合計

427402402460483585635

6.220.00△ 12.61△ 4.76△ 17.44△ 7.87－
その他

508510446663701761692

△ 0.3914.35△ 32.73△ 5.42△ 7.889.97－
教務系

31,46230,28628,06724,44723,56822,25321,835

3.887.9114.813.735.911.91－
医療系

7,0837,1897,4377,6627,6797,9558,290

△ 1.47△ 3.33△ 2.94△ 0.22△ 3.47△ 4.04－
技術技能系

23,94823,74523,85324,21624,03923,99124,041

0.85△ 0.45△ 1.500.740.20△ 0.21－
事務系

職員数

H21H20H19H18H17H16H15

○法人化後の職員数は、国立大学法人全体では医療系職員を除けば微減。法人によっては、大きく職員数を減らして
いるところもある。

○法人化後の職員数は、国立大学法人全体では医療系職員を除けば微減。法人によっては、大きく職員数を減らして
いるところもある。

国立大学法人への実地調査におけるアンケート結果
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教職員人件費の推移

○法人化以降、常勤教員の人件費は減少傾向にあるが、非常勤教員の人件費は急激に増加している。○法人化以降、常勤教員の人件費は減少傾向にあるが、非常勤教員の人件費は急激に増加している。

※平成16年度を100とした場合の増減を表したもの。

※平成19年度以降の人件費には、会計基準変更に伴うセグメント間の人件費配賦方法の見直しによる影響額を含んでいる。

教員人件費（附属病院以外） 職員人件費（附属病院以外）

◆教員人件費の推移（国立大学法人及び大学共同利用機関法人） ◆職員人件費の推移（国立大学法人及び大学共同利用機関法人）

（億円）

非常勤人件費
（259億円→457億円）

（億円）

6,943

457

6,486

H21

▲ 1326,9486,9297,1677,1727,075合計

198384323285262259非常勤

▲ 3306,5646,6066,8826,9106,816常勤

16-21
増減額

H20H19H18H17H16

2,859

594

2,265

H21

▲ 672,8602,9022,8542,8542,926合計

160509464442439434非常勤

▲ 2272,3512,4382,4122,4152,492常勤

16-21
増減額

H20H19H18H17H16

常勤人件費
（6,816億円→6,486億円）

非常勤人件費
（434億円→594億円）

常勤人件費
（2,492億円→2,265億円）
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○国立大学の人文学分野の教員数は一貫して減少している。○国立大学の人文学分野の教員数は一貫して減少している。

人文学分野の教員数

◆人文学分野の教員数

15,200

15 ,400

15 ,600

15 ,800

16 ,000

16 ,200

16 ,400

16 ,600

16 ,800

5 ,400

5 ,600

5 ,800

6 ,000

6 ,200

6 ,400

1 ,200

1 ,400

1 ,600

H10 H13 H16 H19

私立 国立 公立

15,496

16,074

16,417

16,700

6,193

5,690 5,648
5,490

1,275
1,320 1,335

1,259

平成10年度から
7.8%増加

平成10年度から、
11.4％減少

文部科学省「学校教員統計調査」を基に作成

※H13に教員の学問分野について

変更を行っている。

学生数と教職員数

○我が国の学生と教員・職員の比率は他国のトップレベルの大学と比較して高くなっている。○我が国の学生と教員・職員の比率は他国のトップレベルの大学と比較して高くなっている。

◆TIMES 世界トップ２００大学における上位大学の学生数と教職員数

◆主な国立大学における学生数と教職員数

注）The Times Higher Educationの大学ﾗﾝ
ｷﾝｸﾞにおける上位5大学の学生数と教員
数であり、職員数は各大学のwebサイト

で公表されている数値。学生数、教員数
は、平成20年度科学技術人材養成等委

託事業委託業務成果報告書（日本物理
学会ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ）の数値。

注）学生数は学部・大学院の合計、教員数
は学部・大学院及びその他の所属の
合計、職員数は大学全体の数値。
（平成20年度学校基本調査より）

学生数 教員数 学生数 職員数 教員数 職員数大学名 学生数( ) 教員数( ) 職員数( )人 人 人 / / /

1 16,520 3,788 11,881 4.36 1.39 0.32ハーバード大学（米）

2 10,845 2,902 9,590 3.74 1.13 0.30イエール大学（米）

3 18,309 3,933 4,340 4.66 4.22 0.91ケンブリッジ大学 英（ ）

4 18,667 4,197 4,575 4.45 4.08 0.92オックスフォード大学(英)

5 2,195 395 2,775 5.56 0.79 0.14ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ工科大学（米）

66,536 15,215 33,161 4.37 2.01 0.46上位５大学

学生数 教員数 学生数 職員数 教員数 職員数大学名 学生数( ) 教員数( ) 職員数( )人 人 人 / / /

19 27,817 3,953 3,713 7.04 7.49 1.06東京大学

25 22,397 3,163 2,736 7.08 8.19 1.16京都大学

44 24,241 2,883 2,426 8.41 9.99 1.19大阪大学

61 9,925 1,105 544 8.98 18.24 2.03東京工業大学

17,847 2,715 2,803 6.57 6.37 0.971 1 2 東北大学

102,227 13,819 12,222 7.40 8.36 1.13上位５大学
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研究者 Reseachers

研究支援者 Research assistants

(万人)

10,000 persons

<0 .27> <0 .74> <0 .73> <0 .37> <0 .66> <0 .63> <0 .22> <0 .21> <0 .93> <1 .75>

研究支援職員の国際比較

○我が国の研究者１人当たりの研究支援者数は、主要国等と比べて低水準。○我が国の研究者１人当たりの研究支援者数は、主要国等と比べて低水準。

注） １. 研究者１人当たりの研究支援者数は研究者数及び研究支援者数より文部科

学省で試算。
２. 各国とも人文・社会科学を含む。
３. 研究支援者は研究者を補助する者、研究に付随する技術的サービスを行う者

及び研究事務に従事する者で、日本は研究補助者、技能者及び研究事務そ
の他の関係者である。

４. 英国の値は暫定値、研究支援者数は過小評価されたか、または過小評価さ

れたデータに基づいている。
５. EUの値はOECDによる推定値である。
６. 中国の値はOECDの研究者の定義に必ずしも対応したものとはなっていない。

資料：日本：総務省統計局「科学技術研究調査報告」
インド：UNESCO Institute for Statistics S&T database
その他はOECD「Main Science and Technology Indicators Vol 2009/2」

ロシア
(2008)

EU-15
(2007)

EU-27
(2007)

中国
(2007)

韓国
(2007)

インド
(2000)

日本
(2009)

フランス
(2007)

英国
(2008)

ドイツ
(2007)

< >研究者１人当たりの研究支援者数
Number of research assistants per
researcher

■国立大学等における産学連携の取組の推移

○国立大学法人等では、地方の中小企業等との共同研究等を数多く行っており、地域の活性化に貢献。○国立大学法人等では、地方の中小企業等との共同研究等を数多く行っており、地域の活性化に貢献。

研究の状況

◆共同研究等の実施状況

・受託研究受入
件数 Ｈ15：6,986件→Ｈ20：10,682件（1.53倍）
金額 Ｈ15：610億円→Ｈ20：1,336億円（2.19倍）

・共同研究受入
件数 Ｈ15：8,023件→Ｈ20：14,303件（1.78倍）
金額 Ｈ15：176億円→Ｈ20：362億円（2.06倍）

・特許権実施等件数及び収入
件数 H15：79件→H20：4,233件（53.58倍）
金額 H15：4.3億円→H20：7.7億円（1.80倍）

◆共同研究の事例

【山形大学】
山形大学では平成５年に世界に先駆けて白色有

機EL素子の開発に成功し、山形県が設立した有機

エレクトロニクス研究所や民間企業と連携し、有機
EL照明の実用化に取組む。白色有機EL素子は、

高効率・省エネの次世代照明として将来的に世界
の照明市場９兆円が有機ELで置き換わるとも予想。

【信州大学】
研究の中で偶然発見された痒みを抑制する機

能について、そのメカニズムを解明し、その機能
を活用した繊維製品を産学連携で開発。全国
1200万人のアトピー性皮膚炎の患者の治癒補
助具として期待。

【香川大学】
香川大学が地域ブランドの製品化を目指し

て開発を進めてきたブドウのオリジナル品種
について、地元企業等との共同研究により、
香川大学オリジナルワインを製品化。

【名古屋工業大学】
名古屋工業大学が開発した高精度な指紋認

証システムの仕組みを活用し、地元企業と連携
して、入退出管理用やモバイル機器への組込み
用指紋照合装置を開発し、市場開拓に成功。総
務省、会計検査院、名古屋市役所、NTT西日本
などにおけるセキュリティ対策として導入。

610

772

971

1,102

1,279
1,336

362331303275
219176

770

571567
437416428
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1,200

1,400

1,600

H15 H16 H17 H18 H19 H20

受託研究受入
共同研究受入
特許権実施料収入

受託研究受入、共同研究受入：億円

※国立高等専門学校、大学共同利用機関法人を含む

（文部科学省「産学連携等実施状況調査」を基に作成）

特許権実施料収入：1/100億円
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科学研究費補助金の配分額の推移と配分状況

○国立大学への科学研究費補助金の配分額は増加傾向にあるが、他国の研究費の配分状況と比較すると上位大学
とそれ以外の大学との配分額の差が大きい。

○国立大学への科学研究費補助金の配分額は増加傾向にあるが、他国の研究費の配分状況と比較すると上位大学
とそれ以外の大学との配分額の差が大きい。

97,062

113,408 125,642

129,050125,829

115,910

115,065

24,525

26,385

27,821

29,102

29,744
28,961

30,342

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

H15 H16 H17 H18 H19 H2０ H21
20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

配分額

採択件数

（百万円） （件）

◆国立大学法人に所属する研究代表者による科学
研究費補助金の採択件数と配分額の推移

◆日米英の研究費の配分状況

○ 国立大学法人等の学術論文数は、近年、減少傾向にある。○ 国立大学法人等の学術論文数は、近年、減少傾向にある。

国立大学法人等における学術論文数の推移

「国立大学法人等の科学技術関係活動に関する調査結果」より作成

59,758

63,066

61,664

60,264

56,735

55,000

60,000

65,000

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

▲2.2％

▲2.3％

▲5.9％
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世界大学ランキングにおける位置づけ

○分野によっては学術論文の被引用数は世界の中でも上位を占めている。○分野によっては学術論文の被引用数は世界の中でも上位を占めている。

被引
用数

機関名
世界
順位

255,204東京工業大学171

270,838（独）産業技術総合研究所151

284,189北海道大学146

306,754（独）理化学研究所129

312,666九州大学124

338,129名古屋大学110

462,433（独）科学技術振興機構67

473,014東北大学65

628,365大阪大学37

732,732京都大学31

1,041,057東京大学11

【総合】

24,226東京大学16

27,902大阪大学10

32,531（独）物質･材料研究機構6

36,313（独）産業技術総合研究所4

43,561東北大学3

被引
用数

機関名
世界
順位

79,960東京工業大学30

92,550京都大学24

97,202大阪大学22

129,103東北大学10

195,722東京大学2

被引
用数

機関名
世界
順位

83,144東北大学18

86,946（独）産業技術総合研究所14

91,939大阪大学11

134,348東京大学5

138,816京都大学4

被引
用数

機関名
世界
順位

53,060（独）理化学研究所47

70,255（独）科学技術振興機構32

77,318大阪大学28

92,242京都大学19

133,359東京大学3

被引
用数

機関名
世界
順位

【材料科学】

15,527（独）理化学研究所65

29,375京都大学24

31,623東京大学20

38,918（独）科学技術振興機構16

58,468大阪大学5

被引
用数

機関名
世界
順位

6,469金沢大学104

6,984九州大学84

7,956東北大学64

10,909京都大学32

17,385東京大学5

被引
用数

機関名
世界
順位

【物理学】

【化学】 【生物学・生化学】

【免疫学】 【薬理学・毒物学】

◆「トムソン・ロイター：1999-2009 日本の研究機関ランキング」

◆主要国等の論文シェアの推移

論文は英文のもののみカウント

主要国等の論文相対被引用度の推移・論文シェアの推移

○日本の相対被引用度（被引用回数シェア／論文数シェア）は主要国等の中では6位。

論文のシェアは米国が首位を維持。中国･韓国が近年急速にシェアを伸ばす一方、日本のシェアは減少に転じている。

○日本の相対被引用度（被引用回数シェア／論文数シェア）は主要国等の中では6位。

論文のシェアは米国が首位を維持。中国･韓国が近年急速にシェアを伸ばす一方、日本のシェアは減少に転じている。
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◆主要国等の論文相対被引用度の推移

注） １. 各国の論文数当たりの被引用回数を世界全体の論文数当たりの被引用回数で除

して基準化した値である。
２. 人文・社会科学分野を除いた値を文部科学省で試算。
３. 各年の値は5年間累積値であり、例えば1985の値は1981-85年の累積値である。
４. 複数の国の間の共著論文は、それぞれの国に重複計上されている。

資料： トムソン・ロイター「National Science Indicators, 1981-2008 (Standard Version)」

1.51

1.41

1.28
1.25

1.15

0.95

0.68
0.60
0.55
0.49

順位 国・地域
論文数

シェア（％）
順位 国・地域

論文数
シェア（％）

順位 国・地域
論文数

シェア（％）
1 米国 33.45 1 米国 31.14 1 米国 29.32
2 日本 9.57 2 日本 10.07 2 中国 9.98
3 ドイツ 8.86 3 ドイツ 8.97 3 日本 8.18
4 英国 8.55 4 英国 8.45 4 ドイツ 8.06
5 フランス 6.60 5 フランス 6.42 5 英国 7.86
6 カナダ 4.35 6 中国 5.34 6 フランス 5.81
7 イタリア 4.17 7 イタリア 4.57 7 イタリア 4.73
8 ロシア 4.15 8 カナダ 4.21 8 カナダ 4.60
9 中国 2.85 9 ロシア 3.52 9 スペイン 3.59

10 スペイン 2.73 10 スペイン 3.28 10 インド 3.28
11 オーストラリア 2.57 11 オーストラリア 2.74 11 韓国 2.99
12 オランダ 2.51 12 インド 2.61 12 オーストラリア 2.90
13 インド 2.23 13 オランダ 2.47 13 ロシア 2.85
14 スウェーデン 1.97 14 韓国 2.32 14 オランダ 2.42
15 スイス 1.84 15 スウェーデン 2.03 15 ブラジル 2.12
16 ベルギー 1.28 16 スイス 1.86 16 台湾 2.00
17 韓国 1.27 17 ブラジル 1.74 17 スイス 1.94
18 イスラエル 1.22 18 ポーランド 1.55 18 スウェーデン 1.82
19 ポーランド 1.21 19 台湾 1.53 19 トルコ 1.73
20 台湾 1.17 20 ベルギー 1.40 20 ポーランド 1.51
21 ブラジル 1.06 21 イスラエル 1.23 21 ベルギー 1.42
22 デンマーク 1.00 22 トルコ 1.14 22 イスラエル 1.09
23 フィンランド 0.92 23 デンマーク 1.04 23 デンマーク 1.01
24 オーストリア 0.91 24 オーストリア 1.02 24 オーストリア 1.00
25 ウクライナ 0.63 25 フィンランド 0.98 25 ギリシャ 0.99
26 ノルウェー 0.61 26 ギリシャ 0.76 26 フィンランド 0.90
27 ギリシャ 0.56 27 メキシコ 0.73 27 イラン 0.84
28 チェコ 0.55 28 アルゼンチン 0.66 28 メキシコ 0.80
29 トルコ 0.53 29 ノルウェー 0.64 29 ノルウェー 0.73
30 メキシコ 0.52 30 チェコ 0.64 30 チェコ 0.73

注）人文・社会科学分野は除く。複数の国の間の共著論文は、それぞれの国に重複計上した。
出典：トムソン・ロイター　サイエンティフィック 「National Science Indicators, 1981-2007(standard version)」のEssential Science Indicators
分野分類に基づいて文部科学省で集計。

1997 2002 2007
論文数シェアのランキングの推移

順位 国・地域
論文数

シェア（％）
順位 国・地域

論文数
シェア（％）

順位 国・地域
論文数

シェア（％）
1 米国 33.45 1 米国 31.14 1 米国 29.32
2 日本 9.57 2 日本 10.07 2 中国 9.98
3 ドイツ 8.86 3 ドイツ 8.97 3 日本 8.18
4 英国 8.55 4 英国 8.45 4 ドイツ 8.06
5 フランス 6.60 5 フランス 6.42 5 英国 7.86
6 カナダ 4.35 6 中国 5.34 6 フランス 5.81
7 イタリア 4.17 7 イタリア 4.57 7 イタリア 4.73
8 ロシア 4.15 8 カナダ 4.21 8 カナダ 4.60
9 中国 2.85 9 ロシア 3.52 9 スペイン 3.59

10 スペイン 2.73 10 スペイン 3.28 10 インド 3.28
11 オーストラリア 2.57 11 オーストラリア 2.74 11 韓国 2.99
12 オランダ 2.51 12 インド 2.61 12 オーストラリア 2.90
13 インド 2.23 13 オランダ 2.47 13 ロシア 2.85
14 スウェーデン 1.97 14 韓国 2.32 14 オランダ 2.42
15 スイス 1.84 15 スウェーデン 2.03 15 ブラジル 2.12
16 ベルギー 1.28 16 スイス 1.86 16 台湾 2.00
17 韓国 1.27 17 ブラジル 1.74 17 スイス 1.94
18 イスラエル 1.22 18 ポーランド 1.55 18 スウェーデン 1.82
19 ポーランド 1.21 19 台湾 1.53 19 トルコ 1.73
20 台湾 1.17 20 ベルギー 1.40 20 ポーランド 1.51
21 ブラジル 1.06 21 イスラエル 1.23 21 ベルギー 1.42
22 デンマーク 1.00 22 トルコ 1.14 22 イスラエル 1.09
23 フィンランド 0.92 23 デンマーク 1.04 23 デンマーク 1.01
24 オーストリア 0.91 24 オーストリア 1.02 24 オーストリア 1.00
25 ウクライナ 0.63 25 フィンランド 0.98 25 ギリシャ 0.99
26 ノルウェー 0.61 26 ギリシャ 0.76 26 フィンランド 0.90
27 ギリシャ 0.56 27 メキシコ 0.73 27 イラン 0.84
28 チェコ 0.55 28 アルゼンチン 0.66 28 メキシコ 0.80
29 トルコ 0.53 29 ノルウェー 0.64 29 ノルウェー 0.73
30 メキシコ 0.52 30 チェコ 0.64 30 チェコ 0.73

注）人文・社会科学分野は除く。複数の国の間の共著論文は、それぞれの国に重複計上した。
出典：トムソン・ロイター　サイエンティフィック 「National Science Indicators, 1981-2007(standard version)」のEssential Science Indicators
分野分類に基づいて文部科学省で集計。

1997 2002 2007
論文数シェアのランキングの推移

順位 国・地域
論文数

シェア（％）
順位 国・地域

論文数
シェア（％）

順位 国・地域
論文数

シェア（％）
1 米国 33.45 1 米国 31.14 1 米国 29.32
2 日本 9.57 2 日本 10.07 2 中国 9.98
3 ドイツ 8.86 3 ドイツ 8.97 3 日本 8.18
4 英国 8.55 4 英国 8.45 4 ドイツ 8.06
5 フランス 6.60 5 フランス 6.42 5 英国 7.86
6 カナダ 4.35 6 中国 5.34 6 フランス 5.81
7 イタリア 4.17 7 イタリア 4.57 7 イタリア 4.73
8 ロシア 4.15 8 カナダ 4.21 8 カナダ 4.60
9 中国 2.85 9 ロシア 3.52 9 スペイン 3.59

10 スペイン 2.73 10 スペイン 3.28 10 インド 3.28
11 オーストラリア 2.57 11 オーストラリア 2.74 11 韓国 2.99
12 オランダ 2.51 12 インド 2.61 12 オーストラリア 2.90
13 インド 2.23 13 オランダ 2.47 13 ロシア 2.85
14 スウェーデン 1.97 14 韓国 2.32 14 オランダ 2.42
15 スイス 1.84 15 スウェーデン 2.03 15 ブラジル 2.12
16 ベルギー 1.28 16 スイス 1.86 16 台湾 2.00
17 韓国 1.27 17 ブラジル 1.74 17 スイス 1.94
18 イスラエル 1.22 18 ポーランド 1.55 18 スウェーデン 1.82
19 ポーランド 1.21 19 台湾 1.53 19 トルコ 1.73
20 台湾 1.17 20 ベルギー 1.40 20 ポーランド 1.51
21 ブラジル 1.06 21 イスラエル 1.23 21 ベルギー 1.42
22 デンマーク 1.00 22 トルコ 1.14 22 イスラエル 1.09
23 フィンランド 0.92 23 デンマーク 1.04 23 デンマーク 1.01
24 オーストリア 0.91 24 オーストリア 1.02 24 オーストリア 1.00
25 ウクライナ 0.63 25 フィンランド 0.98 25 ギリシャ 0.99
26 ノルウェー 0.61 26 ギリシャ 0.76 26 フィンランド 0.90
27 ギリシャ 0.56 27 メキシコ 0.73 27 イラン 0.84
28 チェコ 0.55 28 アルゼンチン 0.66 28 メキシコ 0.80
29 トルコ 0.53 29 ノルウェー 0.64 29 ノルウェー 0.73
30 メキシコ 0.52 30 チェコ 0.64 30 チェコ 0.73

注）人文・社会科学分野は除く。複数の国の間の共著論文は、それぞれの国に重複計上した。
出典：トムソン・ロイター　サイエンティフィック 「National Science Indicators, 1981-2007(standard version)」のEssential Science Indicators
分野分類に基づいて文部科学省で集計。

1997 2002 2007
論文数シェアのランキングの推移

注）人文・社会科学分野は除く。複数の国の間の共著論文は、それぞれの国に重複計上した。
出典：トムソン・ロイター 「National Science Indicators, 1981-2007(standard version)」の
Essential Science Indicatorsの分野分類に基づいて文部科学省で集計。
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研究活動の変化

○研究活動にかかる外部資金獲得努力の時間が増加している一方、研究活動にかかる時間は減少。○研究活動にかかる外部資金獲得努力の時間が増加している一方、研究活動にかかる時間は減少。

◆研究活動の変化（学部長アンケート）

出典：国立大学法人の経営財務の実態に関する全国調査（平成21年6月中間報告書）（国立大学財務・経営センター）
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フランス 25.1

韓国 15.7

中国 4.7

ロシア 18.8

米国 17.4

日本 13.7

ドイツ(1993年)
20.7

○日本の研究費（官民合計）における基礎研究費の割合は主要国と比較して低い傾向。
○日本国内では、大学が基礎研究の主な担い手となっている。

○日本の研究費（官民合計）における基礎研究費の割合は主要国と比較して低い傾向。
○日本国内では、大学が基礎研究の主な担い手となっている。

基礎研究費の状況

注） １. 日本及び2006年度までの韓国を除き、各国とも人文・社会科学が含まれている。
２. 米国の2008年度、フランスの2007年度の値は暫定値である。

資料： 日本： 総務省統計局「科学技術研究調査報告」
その他の国：OECD「Research and Development Statistics Vol 2009/1」

「平成21年科学技術研究調査」を基に文部科学省で作成

◆主要国の基礎研究費の割合の推移 ◆日本における研究開発費の性格別内訳

民間等

大学

公的機関 3,037 4,623

基礎研究 応用研究 開発研究

6,405

11,692 7,881
1,965

9,197 28,145
101,130

（億円）
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○「成果の出る確実性が高い研究」、「短期的に成果が生み出せる研究」、「一時的な流行を追った研究」が多くなって
きているとの認識が強くなっている。

○「成果の出る確実性が高い研究」、「短期的に成果が生み出せる研究」、「一時的な流行を追った研究」が多くなって
きているとの認識が強くなっている。

基礎研究の多様性の状況

出典：科学技術政策研究所「科学技術の状況に係る総合的意識調査（定点調査2009）総合報告書」
（NISTEP REPORT No.136）を基に文部科学省作成

少なくなっている 多くなっている

◆研究の多様性の状況
研究者や科学技術政策立案に携わったことのある方等を対象に、2001年頃と比べた

基礎研究の状況に関する認識（多くなっている・少なくなっている）について調査

日本全体としての基礎研究の多様性 [N=920]

長期の時間をかけて実施する研究 [N=923]

計量標準、材料試験など基盤的な研究 [N=899]

新しい研究領域を生み出すような挑戦的な研究 [N=919]

地域独自の課題についての研究 [N=911]

異なる分野の融合を目指す研究 [N=918]

成果の出る確実性が高い研究 [N=920]

短期的に成果が生み出せる研究 [N=922]

一時的な流行を追った研究 [N=922] 2.4
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科学技術予算の推移

○近年、諸外国の科学技術関係予算は大幅に拡充。特に、中国の科学技術関係予算の増加が著しい。このような中
で、我が国の科学技術関係予算は、ほぼ横ばい。

○近年、諸外国の科学技術関係予算は大幅に拡充。特に、中国の科学技術関係予算の増加が著しい。このような中
で、我が国の科学技術関係予算は、ほぼ横ばい。
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日本   108
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イギリス176
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出典：文部科学省作成

注） １.各国の科学技術関係予算をIMFレートにより円換算した後、2000年度の値を100とした指数を算出。
２. 日本は科学技術基本計画の策定を踏まえ、1996年度、2001年度及び2006年度に対象経費の範囲が見直されている。
３. 英国（08）、EU-15の値は推計値、米国(08)、フランス(08)、韓国(08)の値は暫定値である。

資料） 日本： 文部科学省調べ。各年度とも当初予算。
米国、ドイツ、フランス、イギリス、韓国： OECD「Main Science and Technology Indicators Vol 2009/2」
中国： 科学技術部「中国科技統計数据」
EU-15： Eurostat
IMF為替レート：IMF「International Financial Statistics Yearbook」
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11,654 11,451 11,425 11,395 11,318 11,061

3,560 3,643 3,604 3,554 3,495 3,400

6,245 6,514 6,662 7,098 7,470 7,828

1,936 2,252 2,606 3,093 3,393 3,872
1,176
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1,057 1,101
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運営費交付金収益 学生納付金収益 附属病院収益 競争的資金及び外部資金 その他

※運営費交付金収益は当該年度において収益化した額を記載しているため、交付額とは一致しない。 （億円）

24,454億円 24,963億円
25,475億円

26,849億円

（国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度財務諸表から文部科学省作成）

26,330億円

法人化後の経常収益の推移

○法人化以降、国立大学法人等は、運営費交付金が減少する中、附属病院収益や競争的資金・外部資金の獲得に尽
力しており、経常収益は増加。

○法人化以降、国立大学法人等は、運営費交付金が減少する中、附属病院収益や競争的資金・外部資金の獲得に尽
力しており、経常収益は増加。

◆経常収益の推移

H16：6,245億円 →H21：7,828億円 （1.25倍） H16：1,936億円 →H21：3,872億円 （2.00倍）

附属病院収益の増加状況 競争的資金及び外部資金の増加状況

27,358億円
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13,133 13,265

13,449
13,583

915
891 875

884
903

965

916

940
956

987

1,039 1,153

4,600

13,561

904 927

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

教育経費 研究経費 診療経費 受託研究費等 人件費 一般管理費 その他

（億円）

23,622億円
24,277億円 24,743億円

26,171億円

（国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度財務諸表から文部科学省作成）

25,497億円

法人化後の経常費用の推移

○法人化以降、国立大学法人等の経常費用は増加する傾向にある。○法人化以降、国立大学法人等の経常費用は増加する傾向にある。

◆経常費用の推移

H16：1,039億円 →H21：1,624億円 （1.56倍） H16：2,332億円 →H21：2,881億円 （1.24倍）

教育経費の増加状況 研究経費の増加状況

H16 H17 H18 H19 H20 H21

27,013億円
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グループ別の外部資金等の増減状況

A-1グループ：北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学

Eグループ：北海道教育大学、宮城教育大学、東京学芸大学、上越教育大学、愛知教育大学、京都教育大学、大阪教育大学、

兵庫教育大学、奈良教育大学、鳴門教育大学、福岡教育大学

Gグループ：弘前大学、秋田大学、山形大学、群馬大学、富山大学、金沢大学、福井大学、山梨大学、信州大学、岐阜大学、

三重大学、鳥取大学、島根大学、山口大学、徳島大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、佐賀大学、長崎大学、
熊本大学、大分大学、宮崎大学、鹿児島大学、琉球大学

Hグループ：岩手大学、茨城大学、宇都宮大学、埼玉大学、お茶の水女子大学、横浜国立大学、静岡大学、奈良女子大学、
和歌山大学

○国立大学法人等の競争的資金及び外部資金収益は法人の属性や性格によって差がある。○国立大学法人等の競争的資金及び外部資金収益は法人の属性や性格によって差がある。

※ グループの分類は国立大学法人の財務分析上の分類に基づく（参考：「国立大学法人等の平成2１事業年度財務諸表の概要」）

◆競争的資金及び外部資金収益の増減額

7.668132649
Hグループ

（医科系学部を持たない
中規模総合大学）

12.932270638425
Gグループ

（医科系部を有する中規
模総合大学）

1.820371711
Eグループ

（教員養成系単科大学）

145.61,0191,972953７
A-1グループ

（大規模総合大学）

１大学当たり
の増減額

増減額
（16年度比）

平成２１年度外部
資金等収益

平成１６年度外部
資金等収益

大学数

（億円）

図書館の公開状況

○附属図書館の学外利用者数は年々増加。○附属図書館の学外利用者数は年々増加。

84,071
135,568 115,585

13,284 10,195

24,210
32,567

44,178
71,566

303,404

457,921

183,536

33,13833,442

34,888
37,497

26,81810,277

28,183
2,708

40,14335,612

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

S62 H4 H9 H15 H20

卒業生・退職者

その他

全国共同利用

大学以外の研究者

他大学の研究者

他大学の学生

92,615 110,294

212,414

520,647

882,821

（人）

「学術情報基盤実態調査」より作成

※平成1７年度以降、「その他」に含まれていた「卒業生・退職者」、「全国共同利用」を区別して表記している。
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○国立大学は、地方における産学連携の中核を担う。
○その教育研究活動により、地域全体に大きな経済波及効果。

○国立大学は、地方における産学連携の中核を担う。
○その教育研究活動により、地域全体に大きな経済波及効果。

国立大学 公立大学 私立大学

三大都
市圏

その他
地域

三大都
市圏

その他
地域

三大都
市圏

その他
地域

大学数 14校 32校 2校 0校 2校 0校

件数
1,081
件

1,668
件

110件 0件 96件 0件

件数の
シェア

37% 56% 4% 0% 3% 0%

■中小企業との共同研究実績（件数ベース）・上位５０大学

農林水産業
稲作など食料品

食品加工業、
酒造業など

不動産
住宅賃貸、 不
動産仲介業

など

化学製品
医薬品メ ー
カ ーなど

対個人
サービス

飲食店、 ホテル、
映画館や劇場、

ク リ ーニング店、
理美容室など

運輸
バス、 タ ク シー、
ト ラ ッ ク 運送、

鉄道など

９ ０ 億円９ ０ 億円

５ ２ 億円５ ２ 億円

３ ０ 億円３ ０ 億円

４ ４ 億円４ ４ 億円
６ ７ 億円６ ７ 億円

県経済全体への効果： ６ ６ ７ 億円

建設
建築、 建物補

修など

商業
卸売、 小売
店やスー

パー等の小
売業

１ １ ５ 億円１ １ ５ 億円

２ ８ 億円２ ８ 億円

こ れら の主な産業以外に、 「 通信・ 放送」 、 建物維持管理サービスなどの「 対事業所サービス」 、 「 金融・
保険」 、 「 精密機械」 、 コ ンピュ ータ などの「 電子機械」 の産業等で２ ０ １ 億円の生産誘発効果がある 。

地方国立大学地方国立大学

U nive rs ityU n ive rs ity

４ ０ 億円４ ０ 億円

◆国立大学が地方にあることにより、様々な経済波及
効果が発生。（山口大学の事例）

４ 国立大学法人運営費交付金の在り方
国立大学が安定的な運営の下で、高等教育への進

学機会の保障や中核的な人材の育成、行政・民間企
業等との連携による貢献など地域における「知の拠
点」としての重要な機能、役割を持続的に果たせるよ
う、必要な運営費交付金を措置すること。

◆平成２２年度国の施策並びに予算に関する提案・要望
（平成２１年７月１４日全国知事会）

知事会も国立大学に期待

国立大学は地方における産学連携の中核 地方国立大学の経済効果

●企業と連携の上、異なる学問領域の研究者が共同し、特産のブドウ中
の老化抑制物質の効果を網羅的、多角的かつ系統的に検証。
（山梨大学）

●セラミックス関連研究機関等と連携し、セラミックス環境材料工学の教
育研究に取り組み、地域養成の高い、技術イノベーションに強い人材を
育成。（名古屋工業大学）

●県、企業と連携し、徳島県のＬＥＤバレー構想を視野に、ＬＥＤライフ
（生命、医療）産業創出のための基礎技術の研究・開発と地域における
人材育成のための拠点を形成。（徳島大学）

県経済全体への効果：667億円／年

各国立大学で地域活性に資する教育研究を実施している例

（文部科学省作成）

（平成１９年地方大学が地域に及ぼす経済効果分析）

国立大学の地域への貢献

注１ 調査対象は国公私立大学（短期大学含む）、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関
注２ 回答率は、大学は83%、高等専門学校は100%、大学共同利用機関は100%であり、設置者別

では、国立100%、公立100%、私立80％。

注３ 共同研究は、大学等と企業等が共同で研究開発にあたり、かつ当該企業等から研究経費が大
学等に対し支弁されているものを計上。

地方公共団体から国立大学法人への寄附

地方公共団体の財政の健全化に関する法律において、地方公共団体による国立大学法人への寄附は禁止されてい
るが、地方公共団体の要請に基づき大学等が行う研究開発や医療業務などには寄附を行うことが可能であり、地域活
性化のために大学等と地方公共団体の連携が進んでいる。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律において、地方公共団体による国立大学法人への寄附は禁止されてい
るが、地方公共団体の要請に基づき大学等が行う研究開発や医療業務などには寄附を行うことが可能であり、地域活
性化のために大学等と地方公共団体の連携が進んでいる。

◆地方公共団体からの寄附の事例

【勝山市、大野市→福井大学】
奥越地域で唯一の分娩機能を有する総合病院の分娩

取扱いの中止により、福井大学医学部附属病院産婦人
科が分娩をサポートする体制を整備するために必要な
設備の費用として５００万円を寄附。

【新潟市→新潟大学】
新潟市内における産婦人科救急医療体制整備のため、
新潟大学医歯学総合病院の診療体制整備に必要な経
費として３６００万円を寄附。

【山梨県→山梨大学】
山梨県では、地域産業の活性化と燃料電池技術を含
むクリーンエネルギー産業の集積拠点の形成を図るた
め、山梨大学がNEDOと進める燃料電池研究に対して、

新センターの設置に必要な土地（１億１２３６万円）を無
償貸与。

【秋田県→秋田大学】
人口１０万人当たりのがん死亡率が日本一である県内
のがん医療体制の整備充実を図るため、秋田大学医
学部付属病院に依頼し、普及が遅れていた放射線治療
を推進するために必要な経費として３５００万円を寄附。

○地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、地方公共団
体が国立大学法人等及び独法等に対し寄附金等を支出することは
原則禁止。

○ただし、地方公共団体の要請に基づき国立大学法人等及び特定
の独法等が行う科学技術に関する研究開発等の実施に要する経
費については、一定の要件の下で、総務大臣との協議・同意を経て、
寄附金等の支出が可能となっており、その範囲について、平成１９
年１１月の「地方再生戦略」（地域活性化統合本部決定）等を受け、
以下の範囲についても寄附が可能となっている。

◆地方公共団体から国立大学への寄附

・地域の産業振興等に資する研究開発等の用に供する土地や建物の無償譲渡
・住民に対する医療の提供に要する費用への補助等
・地域の産業振興等に資する特定の人材育成（学生への教育も含む）や産学連

携のための施設等の無償貸与や経費負担等

平成１５年 ９件（寄附金額 430,897千円）
平成１６年 １０件（寄附金額 347,023千円）
平成１７年 １２件（寄附金額 614,770千円）
平成１８年 ８件（寄附金額 364,927千円）
平成１９年 １１件（寄附金額 976,335千円）
平成２０年 ２３件（寄附金額 1,637,214千円）

平成２１年（１～３月）１６件（寄附金額 726,081千円）
計 ８９件（寄附金額 5,097,247千円）

◆寄附の実績

○寄附実績は増加傾向。
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○附属病院に対する運営費交付金はこの５年間で半分以下に激減。
○附属病院収益は急速に増加（Ｈ１６：６，２４５億円→Ｈ２０：７，４７０億円）。
○施設設備整備のための多額の借入金債務（約９２００億円（２１年度末））。
○教育研究への悪影響が懸念。

○附属病院に対する運営費交付金はこの５年間で半分以下に激減。
○附属病院収益は急速に増加（Ｈ１６：６，２４５億円→Ｈ２０：７，４７０億円）。
○施設設備整備のための多額の借入金債務（約９２００億円（２１年度末））。
○教育研究への悪影響が懸念。

○教育の時間が減少したと答えた割合
平成17年：11.1％ → 平成20年：24.4％

○研究の時間が減少したと答えた割合
平成17年：48.9％ → 平成20年：77.8％

○診療の時間が増加したと答えた割合
平成17年：48.0％ → 平成20年：66.7％

（国立大学附属病院の経営問題に関する第５次アンケート調査）

◆０６年～０７年にかけて国立大学全体の臨床医学論文数が
１．３％低下。一方、世界全体では２．７％増加。

◆教育研究への影響

◆診療の時間が増加し、その分、教育・研究の時間が減少。

200,901
(2.7%)

14,758
(1.4%)

10,324
(▲1.3%)

2007
(対前年度)

195,66314,54910,4562006

198,38216,14611,3002005

170,69514,20910,0032004

181,30316,06311,0432003

世界全体日本全体国立大学全体

（トムソン・ロイター社調査）

（文部科学省作成）

584

499

425

367

308

207

100

300

500

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

■国立大学附属病院運営費交付金の推移 （億円）

（※）毎年２％の収入増を前提に削減(経営改善係数）

◆さらに、施設設備整備のための長期借入金の債務残高が約9200
億円（２１年度末）となっており、毎年多額の償還が必要。

◆国立大学附属病院運営費交付金は毎年度減少してきている。

◆附属病院の現状

国立大学附属病院の状況

（承継債務残高：約5,600億円、法人化後の新規債務：約3,600億円）

マネジメントの状況

◆大学運営を円滑にし、活性化を図るために、主要会議資料の
迅速な開示及び学長メッセージの配信に加え「学長オフィス
アワー」の設定を行い、情報の共有、意思決定過程の透明化、
広範な意見聴取に取り組んでいる。【山梨大学】

◆平成18年度に策定したミッション・ビジョンステートメント「神戸
大学の使命」と「神戸大学ビジョン2015」、「神戸大学ビジョン
2015アプローチ」を公表するとともに、平成19年度にはビジョ
ン実現に向けて、20 の「政策」と各政策の下に計50の「実施

項目」を設定し、各年度に重点的に実施する行動計画を策定
している。【神戸大学】

◆リーダーシップ発揮

○法人化以降、各大学においては、学長のリーダーシップを発揮。また、役員会、経営協議会、教育研究評議会につ
いては十分に機能しているとの意見が多い。

○法人化以降、各大学においては、学長のリーダーシップを発揮。また、役員会、経営協議会、教育研究評議会につ
いては十分に機能しているとの意見が多い。

◆審議組織の機能状況（学長アンケート）

◆経営協議会の学外委員の状況

国立大学法人の経営財務の実態に関する全国調査（平成21年6月中間報告

書）（国立大学財務・経営センター）

26
（3.8％）24

（3.5％）

157
（23.0％）

101
（14.8％） 130

（19.0％）

245
（35.9％）

民間企業

公益法人（都道府県
所管含む）・独法等

地方公共団体の長、
職員や地域団体等

教育・学校関係者

弁護士

その他

平成２０年９月時点（大学共同利用機関法人除く）

◆リーダーシップ発揮の具体的事例

◆全ての大学において、学長がリーダーシップを発揮するため
の工夫をしている。

◆全法人において学長等の裁量経費を設けており、学長等の
裁量定員・人件費を設定している法人は８３法人

（国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況（平成２０年））
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室蘭工業大学、宮城教育大学、東京外国語大学、長岡技術科学大学、上越教育大学、名古屋工業大
学、豊橋技術科学大学、京都教育大学、兵庫教育大学、鳴門教育大学、福岡教育大学

３人

北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学（６人）、京都大学、岡山大学、広島大学（５人）７人

筑波大学、大阪大学、神戸大学（７人）、九州大学８人

弘前大学、秋田大学、山形大学、群馬大学（４人）、東京医科歯科大学、岐阜大学、三重大学、鳥取大
学（４人）、山口大学、徳島大学、愛媛大学、琉球大学、自然科学研究機構

５人

千葉大学、新潟大学、富山大学、金沢大学、福井大学、山梨大学（５人）、信州大学、島根大学、香川大
学、高知大学、佐賀大学（５人）、長崎大学、熊本大学、大分大学（５人）、宮崎大学（５人）、鹿児島大学

６人

法人名法定の理事人数

小樽商科大学（３人）、帯広畜産大学（３人）、北見工業大学（３人）、筑波技術大学、奈良教育大学（３
人）、鹿屋体育大学（３人）、政策研究大学院大学、総合研究大学院大学

２人
（非常勤の理事を置く場合は
理事を3人置くことが可能）

北海道教育大学、旭川医科大学、岩手大学、福島大学、茨城大学、宇都宮大学、埼玉大学、東京学芸
大学、東京農工大学、東京芸術大学、東京工業大学、東京海洋大学、お茶の水女子大学、電気通信大
学、一橋大学、横浜国立大学、静岡大学、浜松医科大学、愛知教育大学、滋賀大学、滋賀医科大学、
京都工芸繊維大学、大阪教育大学、奈良女子大学、和歌山大学、九州工業大学、北陸先端科学技術
大学院大学、奈良先端科学技術大学院大学、人間文化研究機構、高エネルギー加速器研究機構、情
報・システム研究機構

４人

※法人名の後に括弧内で記述している人数は、平成２２年３月１日現在で実際に置いている理事の数

国立大学法人の理事数

○各国立大学法人に置くことができる理事の人数は国立大学法人法において定められており、各法人はその範囲内
で理事を置くことができる。

○各国立大学法人に置くことができる理事の人数は国立大学法人法において定められており、各法人はその範囲内
で理事を置くことができる。

○国立大学法人化後の組織の見直しについては、法人化以前と比較して活発化しているとは言えない。○国立大学法人化後の組織の見直しについては、法人化以前と比較して活発化しているとは言えない。

2840304655674524

(5)(2)(8)(3)(3)(14)(45)(24)
博士課程

213106100-

(2)(13)(1)(0)(6)(10)(0)(0)
専門職学位課程

4043215127612937

(2)(3)(7)(3)(6)(8)(29)(37)
修士課程

70965297881387461

(9)(18)(16)(6)(15)(32)(74)(61)
専攻の設置

56161241189

(4)(2)(3)(5)(2)(1)(8)(9)
博士課程

12147140-

(1)(2)(1)(4)(7)(14)(0)
専門職学位課程

35121225

(3)(4)(1)(0)(1)(1)(2)(5)
修士課程

913181812271014

(8)(8)(5)(9)(10)(16)(10)(14)
研究科等の新設

大学院

225240702330618

(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
学科の改組

03413642

(0)(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
学科等の新設

04723200

(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
学部の改組

02000000

(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
学部の新設

大学学部

Ｈ２１Ｈ２０Ｈ１９Ｈ１８Ｈ１７Ｈ１６Ｈ１５Ｈ１４

※( ）は設置審において教員審査が必要な意見伺い案件で内数(平成16年度開設組織より設置認可を弾力化している）。また、大学の再編統合は含めていない。

教育研究組織の改組の実績

- 108 -



任期付き教員数の推移

○法人化後、任期付き教員数の推移は増加傾向にある。○法人化後、任期付き教員数の推移は増加傾向にある。

◆教員の任期制導入状況

任期付

教員数

任期付導入
機関数

任期付き

教員比率
教員数

任期付

教員数

任期制導入
大学数

1991411.4%60,7126,95676平成17年度

170149.0%60,8976,95676平成16年度

11,156

8,816

5,485

61,019

60,991

60,882

18.3%

13.9%

5.8%

2811481平成19年度

2071481平成18年度

1071088平成15年度

大学共同利用機関国立大学

年度

※文部科学省調べ

法人化後の若手教員の変化

◆国立大学法人全体の若手教員の変化（学校教員統計調査報告書）

◆個別法人の変化（実地調査）

12.9%

16.6%

18.8%

18.4%

16.1%

16.8%

14.7%

14.6%

13.0%

13.0%

6.2%

2.8%

13.6%

13.8%

8.1%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H21

H15

24～30 31～35 36～40 41～45

46～50 51～55 56～60 61歳以上

13.4%

18.1%

20.1%

18.4%

17.4%

17.2%

15.3%

11.8%

9.8%

11.6%

4.1%

3.3%

10.1%

11.0% 9.7%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H21

H15

24～30 31～35 36～40 41～45

46～50 51～55 56～60 61歳以上

61,49261,00959,931 61,666

14,34215,59216,922
13,200

23.3%
25.6%

28.2%

21.4%
22.1%

24.4%
27.2%

20.1%

33.0%

36.8%39.9%

31.1%

0

50,000

平成１０年度 平成１３年度 平成１６年度 平成１９年度

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

全体 男 女
（人）

本
務
教
員
に
占
め
る
３
７
歳
以
下
教
員
の
割

合
本
務
教
員
数

（
全
体
及
び
３
７
歳
以
下

）

（大規模総合大学） （地方総合大学）

○法人化後若手教員の数が減少しており、年齢構成のバランスが崩れてきている。○法人化後若手教員の数が減少しており、年齢構成のバランスが崩れてきている。

国立大学法人への実地調査におけるアンケート結果

45.3
45.8

46.4
46.9

42

44

46

48

H10 H13 H16 H19

◆国立大学法人の教員の平均年齢

（歳） （学校教員統計調査報告書）

- 109 -



71

69

63

60

35

32

25

22

235

218

177

156

0 100 200 300 400

20年度

19年度

18年度

17年度
国立 公立 私立

出典：大学における教育内容・方法等の大学教育改革に関する調査分析
（大学数）

◆教員の教育面における業績評価を行っている大学

教員の業績評価等の状況

◆教員については、平成17年度から教員評価制度の評価

結果について５段階に区分して勤勉手当、昇給及び教育
研究費の傾斜配分に反映させている。また、平成18年度
には事務職員、平成19年度には技術員の評価制度が構
築され、教員評価制度と合わせて勤勉手当及び昇給制
度に反映している。【北見工業大学】

◆教員については、教員業績データベースを構築し、これを
活用した教員の業績評価を実施し、給与等処遇（昇給、
勤勉手当支給率）に反映しており、技術職員及び事務職
員については、過去１年間の勤務成績をAからEまでの５

段階評価とし、それぞれに対応する昇給区分に直結させ、
処遇に反映している。【北陸先端科学技術大学院大学】

○法人化以降、教員の評価の導入、ＦＤ、ＳＤを活発に実施。○法人化以降、教員の評価の導入、ＦＤ、ＳＤを活発に実施。

◆各国立大学における評価の具体的事例

◆テニュア・トラック制の導入状況

8

27

14

22

11

10

4

6

4

2

2

1

54

84

52

73

47

41

0 20 40 60 80 100 120

（類似の仕組みを導入）

平成20年度

（類似の仕組みを導入）

平成19年度

（類似の仕組みを導入）

平成18年度 国立 公立 私立

◆ファカルティ・ディベロップメント（教員の職能開発）を実施している
大学は、年々増加しており、平成１９年度現在、７２７大学（約９７％）
の大学が実施している。国立大学は100％。

◆スタッフ・ディベロップメント（職員の職能開発）を実施している大学
は、平成１９年度現在、６８０大学（約９１％）の大学が実施している。
国立大学は100％。

※（類似の仕組みを導入）には、テニュア・トラック制を導入している大学を含まない

（文部科学省調べ）

専門的人材の採用状況と人事交流の状況（実地調査アンケート）

4

3

4

6

6

3

3

0 1 2 3 4 5 6 7

g.その他

f.広報・渉外等

e.学生支援関係（特に就職支援等）

d.知的財産関係(特に特許事務等)

c.国際関係(特に外国語能力等)

b.財務関係(特に財務分析等)

a.人事労務関係(特に安全衛生、社会保険労務等) 大学数

※実地調査を行った七大学へのアンケート結果によるもの。なお、「g.その他」としては、情報教育研究支援、安全保障貿易管理、評価対応、施設系職員、医療事務職員（診療情報管理士、医

療ソーシャルワーカー）等が挙げられている。

○実地調査の各法人へのアンケートでは、全ての大学が法人化後、専門性をもつ職員の採用を行っていると回答。
○人事交流については、法人化後出向も受入も減っているとの事例が見られる。

○実地調査の各法人へのアンケートでは、全ての大学が法人化後、専門性をもつ職員の採用を行っていると回答。
○人事交流については、法人化後出向も受入も減っているとの事例が見られる。

◆人事交流の状況（実地調査での聴取）

2人9人2人8人教育系単科大学

10人15人77人87人大規模総合大学

8人13人10人15人中規模総合大学

7人7人6人6人工科系単科大学

Ｈ２１Ｈ１６Ｈ２１Ｈ１６

転入者数出向者数

◆専門的人材の採用状況

七大学への実地調査におけるアンケート結果

七大学への実地調査におけるアンケート結果
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大学内における予算配分の状況

○平成17 年度（法人化2 年目）と平成20 年度を比較して、各教員の基盤的な教育費、基盤的な研究費はやや減少又

は減少したと感じているとの意見がやや増加又は増加しているとの意見より多い。

○平成17 年度（法人化2 年目）と平成20 年度を比較して、各教員の基盤的な教育費、基盤的な研究費はやや減少又

は減少したと感じているとの意見がやや増加又は増加しているとの意見より多い。

◆予算額の変化（財務担当理事アンケート）

国立大学法人の経営財務の実態に関する全国調査（平成21年6月中間報告書）（国立大学財務・経営センター）

＜各大学における教育研究経費の配分の事例＞

○間接経費の100分の70に相当する額は全学の共通的な経費とし、100分の30に相当する額は当該間接経費にかかる競争的資

金を取得した研究者が所属する部局の長に配分。（中規模総合大学）

○科研費の間接経費と治験を除く受託研究等間接経費は全学50％、部局50％。治験の受託は全学35％、部局65％。共同研究経
費は特許出願経費等として全学10％。（中規模総合大学）

○研究業績（70％）を当該年度の科研費の申請件数（14％）、昨年度の産学連携等研究費の採択件数（14％）、昨年度の産学連
携・科研費の獲得実績額（14％）と研究評価（28％）に応じて配分。教育業績（30％）を卒業者総数及び卒業者数/卒業有資格者数

で積算し、配分。（工科系単科大学）

○外部資金を獲得した教員には、獲得した間接経費の30％を配分。（教育系単科大学）

1,082

453

397

848

453

749

468

3,616

414

468

1,407

330

496

1,676

545

468

3,957

996

468

1,163

1,027

377

623

451

359

465

436

666

471

425

1,208

466

440

889

468

453

897

457

377

565

519

388

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
億円

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22予算

1,932億円

1,301億円

4,833億円

2,289億円

2,502億円

4,970億円

2,627億円

1,404億円 1,433億円
1,567億円

2,104億円

1,795億円

第１次国立大学等施設緊急整備
５か年計画期間

第１期科学技術基本計画 第２期科学技術基本計画 第３期科学技術基本計画

第２次国立大学等施設緊急整備
５か年計画期間

1,818億円

1,399億円

補正予算額等
当初予算額（財政融資資金）
当初予算額（施設整備費補助金等）

907億円

文部科学省作成資料

国立大学法人等施設整備費予算額の推移

○国立大学法人等施設整備費予算額は、近年減少傾向にあり、補正予算に依存している状況。○国立大学法人等施設整備費予算額は、近年減少傾向にあり、補正予算に依存している状況。
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◆国立大学法人等施設の経年別保有面積

0

100

200

300

400

500

S34以前 S35～S39 S40～S44 S45～S49 S50～S54 S55～S59 S60～S64/H1 H2～H6 H7～H11 H12～H16 H17～

面積

（万㎡） （平成２１年５月１日現在）　・国立大学法人等の施設は約2,599万㎡
　・経年25年以上の老朽施設は約1,509万㎡（約58%）
　　うち、未改修の老朽施設は約733万㎡（保有面積の約３割弱）

国立大学法人等施設の老朽化の状況

○現在、老朽再生を 重要課題として整備を推進しているものの、国立大学等には、経年２５年以上で未改修の老朽
施設が平成21年度第1次補正予算執行後見込みで全体の施設の約３割弱（733万㎡）も存在。

○現在、老朽再生を 重要課題として整備を推進しているものの、国立大学等には、経年２５年以上で未改修の老朽
施設が平成21年度第1次補正予算執行後見込みで全体の施設の約３割弱（733万㎡）も存在。

※国立専門学校、大学共同利用機関法人を含む。

４０件 約２万３千㎡
○ 主たる内容
・教育研究スペース 28件 20,100㎡
・診療スペース等 3件 700㎡

６６件 約１万㎡
○ 主たる内容
・教育研究スペース 32件 4,200㎡
・留学生宿舎等 7件 2,900㎡

４４件 約３万７千㎡
○ 主たる内容
・国土交通省(景観施設整備推進費) 2件
・経済産業省(新事業支援施設) 2件
・〃(地域企業立地促進等共用施設整備事業)1件
・文化庁(重要文化財等保存整備費補助金) 1件
・中小企業基盤機構（企業家育成施設） 5件
・21世紀職業財団（保育所） 14件

２２１件 約１０万１千㎡
○ 主たる内容

・教育研究施設 43件 41,900㎡

・福利施設・課外活動施設 45件 18,300㎡
・講堂等 16件 13,400㎡
・附属病院 30件 21,400㎡

１．寄附による整備

２．地方公共団体との連携による整備

９件 約５千㎡
○主たる内容
・水産研究センターのための庁舎の無償貸与

２-1。自治体からの寄附等（施設関連）

５件 約１万５千㎡
○主たる内容

・大学研究棟を市が整備しその一部を有償借用

・県の補助金を活用し財団法人が共同研究施設
を整備

２-2．地方公共団体による整備

２-3．地方公共団体等からの借用に
よるスペースの確保

３．他省庁等との連携による整備

５．借用による学外スペースの確保

６８件 約１万５千㎡
○ 主たる内容
・東京大学 世界ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ研究拠点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
・熊本大学 若手研究者支援等共用棟の整備
・横浜国立大学 若手研究者用実験研究室の整備

８．受託研究費(間接経費)による整備

１２件 約３万４千㎡
○ 主たる内容

・学生宿舎 9件 32,600㎡

・動物病院 3件 1,500㎡

７．長期借入金による整備

１６８件 約１０万㎡
○ 主たる内容
・教育研究施設 67件 41,900㎡
・福利厚生施設等 23件 13,000㎡
・宿泊施設 17件 26,100㎡

９．目的積立金による整備

２３件 約７万３千㎡
○ 主な内容
・東京大学 海洋研究所移転整備
・九州大学 伊都キャンパス移転整備

11.土地処分収入を活用した整備

４．企業による整備

１１件 約９千㎡
○ 主たる内容

・共同研究施設 2件 6,500㎡

・福利厚生施設等(独立採算型) 7件 2,400㎡

１７２件 約３万５千㎡
○ 主たる内容
・教育研究施設 28件 9,300㎡
・附属病院 67件 7,600㎡

10．その他自己財源による整備

多様な財源を活用した施設整備の実績 （２００６～２００８年度）

実績計 ８３９件 約４６万㎡
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※文部科学省「国立大学法人等における施設整備の成果・効果等に関する調査（平成22年3月中間報告）」。国立大学法人等の長を対象として全９１法人が回答。

ⅲ福利厚生施設（食堂、課外活動施設等）

ⅱ留学生宿舎

ⅰ学生宿舎

学生支援に
関する施設

ⅲ大学院教育充実のための施設

ⅳ教育研究の国際交流を推進するための施設

ⅱ若手研究者が自立して研究できる環境

ⅵパソコン、LAN、プロジェクター等の高機能な
設備を備えた施設

ⅴ優れた教育研究機能を持つ世界水準の学術
研究の拠点となる施設

ⅰ教育研究を支援するための附属図書館附属図書館

ⅳ学生が集える場（コミュニケーションスペース）

教育研究に
関する施設

ⅰ新たな教育研究を実施するための施設

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（※「該当なし」を除く）

保有面積（量）の満足度 保有機能（質）の満足度

国立大学法人等施設の保有施設に関する満足度

○国立大学法人等の長を対象に、現在保有している施設の面積（量）や機能（質）について満足度を調査したところ、約
７割が「不満」又は「やや不満」という回答。特に「国際交流を推進するための施設」や「学生寄宿舎」の面積（量）につ
いては、「不満」又は「やや不満」が８割を超えており、満足度が低い。

○国立大学法人等の長を対象に、現在保有している施設の面積（量）や機能（質）について満足度を調査したところ、約
７割が「不満」又は「やや不満」という回答。特に「国際交流を推進するための施設」や「学生寄宿舎」の面積（量）につ
いては、「不満」又は「やや不満」が８割を超えており、満足度が低い。

満足 やや満足 やや不満 不満満足 やや満足 やや不満 不満

出資、余裕金運用の状況

○承認ＴＬＯへは現在、２法人が出資。
○余裕金については、平成２０年３月から、財投機関債、金融債、社債等による運用が可能。

○承認ＴＬＯへは現在、２法人が出資。
○余裕金については、平成２０年３月から、財投機関債、金融債、社債等による運用が可能。

○産学連携（技術移転）活動をますます活性化させるため、学内の産学連携本部との一体的な事業運営を目指して、
（株）東京大学ＴＬＯに対し平成１９年２月に１億７千万円を出資し、発行済株式総数の過半数を取得。その後、平成
２１年に１億４７９０万円を出資し、発行済株式全てを取得。【東京大学】

○研究成果を組織的、効果的に社会へ還元することを目的として、（株）新潟ティーエルオーに対し５百万円を出資。
【新潟大学】

○国立大学法人については、業務上の余裕金の運用が、①国債、地方債、政府保証債、②銀行等への預金、③金
銭信託に限定されていたが、平成２０年３月に、新たに①財投機関債、②金融債、③社債、④貸付信託の受益証
券、⑤外債（外国政府、地方公共団体、国際機関等の発行する円建て債券のみ）も運用対象として追加。

◆承認ＴＬＯに出資している国立大学法人の事例

◆余裕金の運用状況

担保付き普通社債であって、指定格付け機関のうち少なくとも１社以上がＡ以上で、ＢＢ以下の格
付けがないもの。※転換社債、新株予約権付き社債を除く。

社債

貸付信託において、信託財産を運用することによって得られた利益を受けることができる権利を
表示した有価証券。

貸付信託の受益証券

留意点債券の種類

特殊法人等が発行する債券であって、指定格付け機関のうち少なくとも１社以上がＡ以上で、ＢＢ
以下の格付けがないもの。

財投機関債

指定格付け機関のうち少なくとも１社以上がＡＡ以上で、ＢＢ以下の格付けがないもの。
外債（本邦通貨をもって表示さ
れるもののみ）

特定の金融機関が発行する債券であって、指定格付け機関のうち少なくとも１社以上がＡ以上で、
ＢＢ以下の格付けがないもの。

金融債

※ただし、国立大学法人の余裕金の運用は、元本保証があるものに限られている。
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④理解され、機能しているとは言えない

③十分に理解され、機能しているとは言えない

②ある程度理解され、機能している

①十分に理解され、機能している

マネジメント系職員 教員 職員 附属施設等職員

目標、評価等の学内での理解（実地調査アンケート）

◆目標・計画の設定、業務の実施、第三者による事後の評価、評価を踏まえた見直しというサイクルへの理解
（実地調査）

○実地調査における各職員等へのアンケートでは、目標・計画の設定、業務の実施、第三者による事後の評価、評価
を踏まえた見直しというサイクルについて、ある程度理解され、機能しているとの回答が多い。

○実地調査における各職員等へのアンケートでは、目標・計画の設定、業務の実施、第三者による事後の評価、評価
を踏まえた見直しというサイクルについて、ある程度理解され、機能しているとの回答が多い。

七大学への実地調査におけるアンケート結果
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平成20年度「大学における教育内容・方法等の大学教育改革に関する調査分析」（大学振興課調査）

◆平成１１年度からこれまでに自己点検・評価を全学として実施した大学
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◆大学全体において、自己点検・評価結果を全学として実施した大学のうち、何らかの形で結果を公表した大学

（大学数）

（大学数）

自己点検・評価の実施状況

○法人化以降、各大学の自己点検、評価を行う大学は増えており、国立大学については、平成１９年度以降全ての大
学が自己点検、評価を全学として実施しており、その結果を公表している。

○法人化以降、各大学の自己点検、評価を行う大学は増えており、国立大学については、平成１９年度以降全ての大
学が自己点検、評価を全学として実施しており、その結果を公表している。
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（参考）附帯決議 （衆議院・文部科学委員会）

一 国立大学の法人化に当たっては、憲法で保障されている学問の自由や大学の自治の理念を踏まえ、国立大学の教育研究の特性
に十分配慮するとともに、その活性化が図られるよう自主的・自律的な運営の確保に努めること。

二 国立大学の運営に当っては、学長、役員会、経営協議会、教育研究評議会等がそれぞれの役割・機能を十分に果たすとともに、

相互に連携を密にすることにより自主的・自律的な意思決定がなされるよう努めること。また、教授会の役割についても十分配慮
すること｡

三 役員等については、大学の教育研究や運営に高い識見を有し、当該大学の発展に貢献し得る者を選任するよう努めること。

四 文部科学大臣は、中期目標の作成及び中期計画の認可に当たっては、大学の自主性・自律性を尊重する観点に立って適切に行
うこと。

五 国立大学の評価に当たっては、明確かつ透明性のある基準に従って行うとともに、基礎的な学問分野の継承発展や国立大学が
地域の教育、文化、産業等の基盤を支えている役割にも十分配慮すること。また、中期目標等の業績評価と資源配分を結びつけ
ることについては、大学の自主性・自律性を尊重する観点に立って慎重な運用に努めること。さらに、評価に係る業務が 国立大
学の教職員の過度の負担とならないよう努めること。国立大学法人評価委員会の委員は 大学の教育研究や運営について高い
識見を有する者から選任すること。

六 運営費交付金等の算定に当たっては、公正かつ透明性のある基準に従って行うとともに､法人化前の公費投入額を十分に確保し、

必要な運営費交付金等を措置するよう努めること｡また、学生納付金については、経済状況によって学生の進学機会を奪うことと
ならないよう、適正な金額とするよう努めること。

七 国立高等専門学校については、各学校の自主性・自律性を尊重し、教育研究の個性化・活性化、高度化が一層進むよう配慮する

こと。

八 国は、高等教育の果たす役割の重要性に鑑み、国公私立全体を通じた高等教育に対する財政支出の充実に努めること。また、高

等教育及び学術研究の水準の向上と自立的な発展を図る立場から、地方の大学の整備・充実に努めること。

九 職員の身分が非公務員とされることによる勤務条件等の整備については、教育研究の特性に配意し、適切に行われるよう努める

こと。また、大学の教員等の任期に関する法律の運用に当たっては、教育研究の進展に資するよう配慮すること。

十 公立の義務教育諸学校の教職員の処遇については、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材

確保に関する特別措置法を今後とも堅持し、国家公務員に準拠する規定が外されることにより、同法の趣旨が損なわれることがな
いよう、十分配慮すること。

（参考）附帯決議 （参議院・文教科学委員会①）

一 国立大学の法人化に当たっては、憲法で保障されている学問の自由や大学の自治の理念を踏まえ、国立大学の教育研究の特性
に十分配慮するとともに、その活性化が図られるよう、自主的・自律的な運営を確保すること。

二 国立大学法人の運営に当たっては、学長、役員会、経営協議会、教育研究評議会等がそれぞれの役割・機能を十分に果たすとと
もに、全学的な検討事項については、各組織での議論を踏まえた合意形成に努めること。また、教授会の役割の重要性に十分配
慮すること。

三 役員等については、大学の教育研究や運営に高い識見を有し、当該大学の発展に貢献し得る者を選任するとともに、選任理由等
を公表すること。また、政府や他法人からの役員の選任については、その必要性を十分に勘案し、大学の自主性・自律性を阻害す
ると批判されることのないよう、節度を持って対応すること。監事の任命に当たっては大学の意向を反映するように配慮すること。

四 学長選考会議の構成については、公正性・透明性を確保し、特に現学長が委員になることについては、制度の趣旨に照らし、厳格
に運用すること。

五 中期目標の実際上の作成主体が法人であることにかんがみ、文部科学大臣は、個々の教員の教育研究活動には言及しないこと。
文部科学大臣が中期目標・中期計画の原案を変更した場合の理由及び国立大学法人評価委員会の意見の公表等を通じて、決定
過程の透明性の確保を図るとともに、原案の変更は、財政上の理由など真にやむを得ない場合に限ること。

六 法人に求める中期目標・中期計画に係る参考資料等については、極力、簡素化を図ること。また、評価に係る業務が教職員の過
度の負担とならないよう、特段の措置を講ずること。

七 国立大学の評価に当たっては、基礎的な学問分野の継承発展や国立大学が地域の教育、文化、産業等の基盤を支えている役割
にも十分配慮すること。また、評価結果が確定する前の大学からの意見申立ての機会の付与について法令上明記し、評価の信頼
性の向上に努めること。

八 国立大学法人法による評価制度及び評価結果と資源配分の関係については、同法第三条の趣旨を踏まえ慎重な運用に努めると
ともに、継続的に見直しを行うこと。

九 国立大学法人評価委員会の委員は大学の教育研究や運営について高い識見を有する者から選任すること。評価委員会の委員の
氏名や経歴の外、会議の議事録を公表するとともに、会議を公開するなどにより公正性・透明性を確保すること。

十 独立行政法人通則法を準用するに当たっては、総務省、財務省、文部科学省及び国立大学法人の関係において、大学の教育研
究機関としての本質が損なわれることのないよう、国立大学法人と独立行政法人の違いに十分留意すること。

十一 独立行政法人通則法第三十五条の準用による政策評価・独立行政法人評価委員会からの国立大学法人等の主要な事務・事
業の改廃勧告については、国立大学法人法第三条の趣旨を十分に踏まえ、各大学の大学本体や学部等の具体的な組織の改廃、
個々の教育研究活動については言及しないこと。また、必要な資料の提出等の依頼は、直接大学に対して行わず、文部科学大臣
に対して行うこと。
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（参考）附帯決議 （参議院・文教科学委員会②）

十二 運営費交付金等の算定に当たっては、算定基準及び算定根拠を明確にした上で公表し、公正性、透明性を確保するとともに、
各法人の規模等その特性を考慮した適切な算定方法となるよう工夫すること。また、法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上
に各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること。

十三 学生納付金については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう、将来にわたって適正な金額、水準を維持
するとともに、授業料等減免制度の充実、独自の奨学金の創設等、法人による学生支援の取組についても積極的に推奨、支援
すること。

十四 国立大学附置研究所については、大学の基本的組織の一つであり、学術研究の中核的拠点としての役割を果たしていることに
かんがみ、短期的な評価を厳に戒めるとともに、財政支出の充実に努めること。全国共同利用の附置研究所についてもその特性
を生かすこと。また、各研究組織の設置・改廃や全国共同利用化を検討するに当たっては、各分野の特性や研究手法の違いを
十分尊重し、慎重に対応すること。

十五 法人化に伴う労働関係法規等への対応については、法人の成立時に違法状態の生ずることのないよう、財政面その他必要な
措置を講ずること。また、法人への移行後、新たに必要とされる雇用保険等の経費については、運営費交付金等により確実に措
置すること。

十六 国立大学法人への移行について、文部科学省は、進捗状況、課題などを明らかにし、当委員会に報告を行うこと。
十七 学校教育法に規定する認証評価制度の発展を通じ、国立大学等が多様な評価機関の評価を受けられる環境を整備し、ひいて

は我が国における大学評価全体の信頼性の向上を図るため、認証評価が円滑に行われるよう必要な資金の確保、その他必要
な援助に努めること。

十八 国立高等専門学校については、各学校の自主性・自律性を尊重し、教育研究の個性化、活性化、高度化が一層進むよう配慮す
ること。

十九 国は、高等教育の果たす役割の重要性にかんがみ、国公私立全体を通じた高等教育に対する財政支出の充実に努めること。
また、高等教育及び学術研究の水準の向上と自立的な発展を図る立場から、地方の大学の整備・充実に努めること。

二十 職員の身分が非公務員とされることによる勤務条件等の整備については、教育研究の特性に配意し、適切に行われるよう努め
ること。また、大学の教員等の任期に関する法律の運用に当たっては、選択的限定的任期制という法の趣旨を踏まえ、教育研究
の進展に資するよう配慮するとともに、教員等の身分保障に十分留意すること。

二十一 法人への移行に際しては、「良好な労働関係」という観点から、関係職員団体等と十分協議が行われるよう配慮すること。
二十二 公立の義務教育諸学校の教職員の処遇については、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の

人材確保に関する特別措置法を今後とも堅持し、国家公務員に準拠する規定が外されることにより同法の趣旨が損なわれること
がないよう、十分配慮すること。

二十三 高等教育のグランドデザインの検討に当たっては、生涯学習社会の形成の観点から、専門学校を含む高等教育全体について、
関係府省、地方公共団体等とも連携しつつ、広範な国民的論議を踏まえ行うこと。
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